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《主な議論》

まやかしの18,900円はベアではない！
会社：（会社の回答書を読み上げる）

組合：交渉で純ベア8,000円と指摘した。育児・介護・治療・転勤等の一人平

均1,900円はどのように算出したのか。

会社：基本的に金額に乗じて算出した。こども手当や出産祝い金や別居手当の

増額を想定して仮の数字を算出して、会社の持ち出しを考え、社員数を割

ったもので出した。

組合：いくらでも算出する数字は作れることか。具体的にどう1,900円を導き

出したのか。

会社：今現在のお産の数や、過去の数、そして別居の実情を考えて導き出した

ものである。

組合：実数を元に導き出したのか。

2025年度賃金引き上げ夏季手当第６回団体交渉

回答には不満、再申し入れ！
8,000円の賃金引き上げ、夏季手当3.05ヶ月分に不満！
本部は３月11日,2025年度賃金引き上げ夏季手当について第６回団体交渉を開

催しました。

今回は回答がありましたが、内容は2025年度新賃金は定期昇給乗数４実施、35

歳ポイントの基本給8,000円引き上げ、日直手当５Ｈ超700円加算、５Ｈ以内400

円加算・宿直手当８Ｈ超700円加算、８Ｈ以内400円加算、夏季手当3.05ヶ月分支

給との回答がありました。

組合員をはじめ、現場で汗を流して苦労している社員に何ら報おうとしない会

社の姿勢は許しがたく、この回答を受け入れることはできないと判断し、席上再

申し入れ（申第15号）を提出しました。

再申し入れの第７回団体交渉は３月17日13時から開催されます。
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会社：実数を元に算出した。闇雲に算出していない。

組合：根拠が分からない。

会社：仮定の数ではあるが、しかし、充分な根拠をもって算出している。

組合：調整手当は4,200円だが、昨年は4,100円だった。

会社：端数の部分で100円上がった。

組合：育児・介護・治療・転勤等については、春闘の賃上げには関係ない。

会社：（１）（２）で明らかにしている。

組合：ベア賃上げと一緒にするからおかしくなる。

会社：基本給に反映することなので何ら問題ない。

組合：マスコミは18,900円5.5％の賃上げと受け取ってしまう。

会社：マスコミにはしっかりと説明してプレスしている。

組合：社員が全員貰えるものを賃上げとして発表せよ。育児・介護・治療・転

勤等に何ら関係しない社員もいる。調整手当4,200円は関東Ａ級地の社員

には無いことである。

会社：35歳ポイントの基準内賃金の話なので、調整手当も入ってくる。したが

って、17,000円（定昇4,800円＋ベア8,000円＋調整手当4,200円）を引き

上げた。

組合：35歳ポイントの内訳を明らかにされたい。

会社：調整手当２万円を基本給に組み入れ、扶養手当16,900円を加算し、役付

き手当はゼロとして、そして、今回の18,900円を加算して355,700円とし

たものである。

世間相場を大きく下回る回答は持ち帰り
検討の価値もないから席上再申し入れる！

組合：日直・宿直手当とは何か。

会社：医療社員が対象であって、手当として5,600円、3,800円が基本であり、

労基法によりクリアするために今回、加算とする。日直・宿直手当は、賃

金改訂となるので発表したが、賃上げには関係ないと言われれば、そうだ

が、昨年も特地手当を発表した。

組合：いずれもにしても、今回の低額回答は、ＪＲ東海労の要求からは全くか

け離れたものであり、持ち帰り検討の値もないので、席上再申し入れを提

出するので、回答を撤回し、満額回答をせよ。

回答書は次ページに掲出

以 上



- 3 -



- 4 -



- 5 -


